
看護職員配置
（１０対１）

○ 将来的な入院医療需要の変動にも弾力的に対応できるよう、現行の一般病棟入院基本料、療病病棟入院基本料等につい
て、３つの機能を軸に、入院料（施設基準）による評価（基本部分）と、診療実績に応じた段階的な評価（実績部分）との、組み
合わせによる評価体系に再編・統合してはどうか。

10

＋

急性期医療

作成中 二つの評価の組合せによる入院医療の評価体系（イメージ）

一般病棟入院基本料（７対１、１０
対１）を再編・統合

一般病棟入院基本料（１３対１、１
５対１）等を再編・統合

療養病棟入院基本料（２０対１、
２５対１）を再編・統合

回復期リハビリテーション病
棟入院料（特定入院料、包括
評価）

※ 特定機能病院、専門病院、精神病棟、結核病棟、障害者施設等、その他の特定入院料等については、特定の機能や対
象患者を想定した入院料ため、上記のイメージには含めていない。
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